
1 

申請に対する処分の審査基準・標準処理期間　個票 

生活環境部　保険年金課 

 
許認可等の内容 国民健康保険被保険者証の交付

 
根拠法令等及び条項 国民健康保険法第９条第２項

 標

準

処

理

期

間

根拠条項 未設定

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
標準処理期間

 

審

査

基

準

根拠条項 国民健康保険法第５条、第６条、第７条、第８条

 
参考事項 国民健康保険法施行規則第２条、第３条、第１５条

 
設定等年月日

平成　　年　　月　　日設定 

平成　　年　　月　　日最終変更

 
【　基　準　】

 国民健康保険法抜粋 

（被保険者）　 

第５条　都道府県の区域内に住所を有する者は、当該都道府県が当該都道府県内の市町

村とともに行う国民健康保険の被保険者とする。　 

（適用除外）　 

第６条　前条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、都道府県が当

該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保

険」という。)の被保険者としない。　 

(1)　健康保険法（大正１１年法律第７０号）の規定による被保険者。ただし、同法第

３条第２項の規定による日雇特例被保険者を除く。　 

(2)　船員保険法（昭和１４年法律第７３号）の規定による被保険者　 

(3)　国家公務員共済組合法（昭和３３年法律第１２８号）又は地方公務員等共済組合

法（昭和３７年法律第１５２号）に基づく共済組合の組合員　 

(4)　私立学校教職員共済法（昭和２８年法律第２４５号）の規定による私立学校教職

員共済制度の加入者　 

(5)　健康保険法の規定による被扶養者。ただし、同法第３条第２項の規定による日雇

特例被保険者の同法の規定による被扶養者を除く。　 

(6)　船員保険法、国家公務員共済組合法（他の法律において準用する場合を含む。）又

は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者　 

(7)　健康保険法第１２６条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手

帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同

法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第３条第２項ただし書の規定によ

る承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び
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 同法第１２６条第３項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納納した者並び

に同法の規定によるその者の被扶養者を除く。 

(8)　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）の規定による被保

険者 

(9)　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けている世帯（その保

護を停止されている世帯を除く。）に属する者　 

(10)　国民健康保険組合の被保険者　 

(11)　その他特別の理由がある者で厚生労働省令で定めるもの　 

（資格取得の時期）　 

第７条　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有す

るに至つた日又は前条各号のいずれにも該当しなくなった日から、その資格を取得す

る。　 

（資格喪失の時期）　 

第８条　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、都道府県の区域内に住所を有し

なくなつた日の翌日又は第６条各号(第９号及び第１０号を除く。)のいずれかに該当

するに至つた日の翌日から、その資格を喪失する。ただし、都道府県の区域内に住所

を有しなくなつた日に他の都道府県の区域内に住所を有するに至つたときは、その日

から、その資格を喪失する。　 

２　都道府県等が行う国民健康保険の被保険者は、第六条第九号又は第十号に該当する

に至った日から、その資格を喪失する。 

 

国民健康保険法施行規則抜粋 

（資格取得の届出）　 

第２条　都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、被保険者の資格を取得した者

があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、十四日以内に、次に掲げる事項を記

載した届書を、当該世帯主が住所を有する市町村(特別区を含む。以下同じ。)に提出

しなければならない　 

(1)　被保険者の資格を取得した者の氏名、性別、生年月日、行政手続における特定の

個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第

二条第五項に規定する個人番号(以下「個人番号」という。)、世帯主との続柄、現

住所、従前の住所及び職業　 

(2)　資格取得の年月日及びその理由　 

(3)　その世帯に既に被保険者の資格を取得している者がある場合にあつては、その旨、

その者に係る被保険者証の記号番号(その者に係る被保険者証が交付されず、被保険

者資格証明書が交付されているときは、その旨及び被保険者資格証明書の記号番号。

以下同じ。)及び個人番号、その世帯に被保険者の資格を取得している者がない場合

にあつては、その旨 

(4)　都道府県の区域内に住所を有するに至つたため、世帯主となつた者(当該都道府県

の区域内に住所を有するに至つた日の前日において、国民健康保険法施行令(昭和３

３年政令第３６２号。以下「令」という。)第２９条の７第２項第８号イに規定する
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 特定同一世帯所属者(地方税法(昭和２５年法律第２２６号)の規定による特定同一

世帯所属者を含み、以下「特定同一世帯所属者」という。)が属する世帯の世帯主で

あつた者に限る。)と当該特定同一世帯所属者が同一の日に当該都道府県の区域内に

住所を有するに至つた場合には、その旨　 

(5)　被保険者の資格を取得した者が、日本の国籍を有しない者であって、入管法別表

第一の五の表の上欄の在留資格をもつて在留するものである場合にあっては、その

旨及び本邦において行うことができる活動　 

２　前項第４号の場合にあっては、同項の届出は、従前の住所を有した市町村により交

付された特定同一世帯所属者である旨を証明する書類（以下「特定同一世帯所属者証

明書」という。）を提示して行わなければならない。　 

３　第一項第五号の場合にあつては、同項の届出は、出入国管理及び難民認定法施行規

則(昭和５６年法務省令第５４号)第７条第２項に規定する同令別記第７号の４様式に

よる指定書を提示して行わなければならない。　 

第３条　法第６条各号のいずれにも該当しなくなったため、被保険者の資格を取得した

者があるときは、その者の属する世帯の世帯主は、１４日以内に、前条第一項各号に

規定する事項（同項第１号に規定する現住所及び従前の住所を除く。）を記載した届書

を、当該世帯主が住所を有する市町村に提出しなければならない。 

（届書の記載事項等）　 

第１５条　第２条から第５条の２まで、第５条の４、第５条の８、第５条の９及び第８

条から第１３条までの届書には、届出人の氏名、住所、個人番号及び届出年月日を記

載しなければならない。 

２　前項に規定する届書には、当該届出に係る被保険者証又は被保険者資格証明書を添

えなければならない。　 

３　第１項に規定する届書(第５条、第５条の２、第５条の４、第５条の８、第５条の９、

第１０条及び第１０条の３までの規定による届書を除く。)には、当該届出に係る高齢

受給者証を添えなければならない。 
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